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１．海難審判所におけるテレワーク機器（USB型）の導入
　　及び運用支援について



質　問 回　答

入札説明書は５社に配布されているようですが、現
実に入札してきたのは１社のみ。
他社が入札してこなかった理由・事情等は分かりま
すか。

入札に参加しなかった業者の事情は把握しており
ませんが、コロナ渦におけるテレワーク関連機器
の需要増が影響した可能性が考えられます。

参考見積書を徴取した２社の金額に開きがあり過
ぎると思われますが、何か理由があるのでしょう
か。

参考見積書の内訳を見ますと、保守料金の差が非
常に大きくなっていますが、その理由については不
明です。

導入後のテレワーク率はどの程度でしょうか。
また、契約期間は３年間ですが、パンデミックが一
段落した後、あるいは契約期間後においても、テレ
ワークによる業務の併用等を検討していますでしょ
うか。

本機器導入により、テレワークにおいて可能となる
業務が大幅に増加したことから、テレワーク実施率
は７割程度となっております。
また、契約期間終了後も、働き方改革の観点か
ら、テレワークの併用は継続するものと考えており
ます。

入札者は見積書に機器の保守・点検費を含めてお
らず、最終的に当該見積額より低額で入札してい
ますが（落札率68.4％）、契約書に定められている
契約期間中のトラブル対応サービスの質は担保さ
れるのでしょうか。

契約書中「機器の保守」の内容については、受注
者により遵守されるものと考えております。

５年間の賃貸借契約のようですが、契約金額
8,224,080円（消費税を除く）は、いつ、どのように支
払われるのでしょうか。契約書上明記されていない
ようですが。

契約書中「受注者は月ごとに発注者の検査を受
け、検査に合格したときは、書面により支払を請求
することができる」との内容に基づき、受注者から
毎月通知される請求額について銀行振込による支
払いを行っております。

契約金額8,224,080円（消費税を除く）は、月の使用
予定枚数を前提に金額が決められているようです
が、現実の使用枚数が予定枚数を増減した場合、
契約金額も増減するのでしょうか。

原則、使用枚数の増減は支払金額のみに反映さ
れ、契約金額には反映されませんが、契約金額を
超過する使用枚数となった際は、双方協議のうえ、
契約金額の変更が必要になると思われます。

月々の使用枚数（複写枚数）の支払いは、契約書
に記載があるとおり別途支払うものと理解してよろ
しいでしょうか。

ご認識のとおりです。

　１．海難審判所におけるテレワーク機器（USB型）の導入及び運用支援について
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資料中、令和２年度以降、印刷枚数の削減を実施
する旨の記載がありますが、ペーパーレス化以外
の観点として、審議案件１のテレワーク導入による
書類のデータ化に伴う削減効果は検討されている
のでしょうか。

テレワークが本格化する以前の入札であったため
検討に入っておりませんでしたが、テレワーク導入
による勤務環境の変化も印刷枚数の削減に資する
ものであるため、次回入札対象となった際は検討
すべきと考えております。

対象を一年度（内）としている理由についてお知ら
せください。

複数年契約によりコスト減が可能なリース契約等
には該当しないため、原則である単年度契約とし
ております。

対象を一年度（内）としている理由について、複数
年契約によりコスト減が可能なリース契約等には
該当しないため、原則である単年度契約としている
との理由をいただきました。
上記「コスト減が可能なリース契約等には該当しな
い」との基準は、
①国交省の基準でしょうか。
②その理由をお知らせください。
③コスト減の内容としては、（ア）複数年度契約する
ことによる入札価格低減（１回の入札コスト〔人件
費等〕で複数年の事業を獲得することができるほ
か、事業の安定性確保も魅力）ほか、行政コストと
しては、（イ）入札に係る事務コスト（人件費等）の
削減を少なくとも考えることができます。（イ）は、上
記基準策定の際に考慮されていますでしょうか。

①平成１８年８月に財務大臣から各省各庁の長あ
てに発せられた「公共調達の適正化」（財計第２０１
７号）において、指針が示されています。
②リース契約について、①の指針では、「複数年度
にわたる期間を前提にしている契約であるにもか
かわらず、初年度にかかる調達についてのみ一般
競争入札等を実施し、次年度以降については、随
意契約を行っている場合は、国庫債務負担行為を
活用することにより、一般競争入札等を行い複数
年度契約を締結するものとする。」とあり、複数年
度契約とする方が有利であるリース契約の契約方
法について定めております。
　運転業務委託契約について、複数年契約としな
い厳密な規定等はございませんが、同契約は各年
度でその取扱いに変更が生じる可能性があり、「複
数年度にわたる期間を前提にしている契約」には
該当しないと考えられるため、単年度契約としてお
ります。
③リース契約を締結する際は、複数年を前提として
検討を行うため、単年度契約を前提にした事務コ
ストは考慮しておりませんが、同内容の契約を毎
年度実施することによる業務量の増加は明らかで
あると考えられます。

未契約期間となっている令和２年度４月から７月の
対応についてお知らせください。

令和２年３月実施の入札が不調となった後、４月の
緊急事態宣言発出があったことで、８月までの間、
官用車の使用を中止しておりました。

令和２年度の運転実績をお知らせください。

（出車回数・走行キロ数）
令和２年　８月：６６回・４５０キロ
　　　　　　 ９月：５２回・３０１キロ
　　　　　 １０月：６８回：５５３キロ
　　　　 　１１月：４６回：２６５キロ
　　　　 　１２月：６４回・３９９キロ
令和３年　１月：３６回・１８８キロ
　　　　　 　２月：２０回・１２８キロ
　　　　　 　３月：４７回・３５１キロ
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審議案件以外ですが、指名停止措置の実績に関
し、指名停止期間が「工事請負契約に係る指名停
止等の措置要領」に定める措置基準のうち、最短
期間が選択されている場合の理由についてお知ら
せください。

最短期間が停止期間の基本であり、過去の違反
実績や首謀者であるか否か等の要件を加味した
上で、最大期間を上限として指名停止期間を決定
しています。

指名停止期間が「工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領」に定める措置基準のうち、最短期
間が選択されている場合の理由についてお知らせ
いただきました。
この場合、指名停止が抑止効を図るものであると
すれば、指名停止の措置による抑止の実効性が
調査により明らかにされている必要があります。
そこで、①指名停止の目的、②指名停止の抑止効
を評価する調査は、政策評価の一部として、貴所
において行われていますでしょうか。
現状では、誤解かもしれませんが、指名停止の措
置が甘く見えますので、判明しなかった場合の利
得が判明した場合の損失より大きいとして行う違法
行為を助長しているのではないかとの疑問があり
ます。
上記調査がない場合でも、同一企業が（理由にか
かわらず）指名停止を受ける事例が５年以内にど
の程度あるか、お知らせいただければ、ありがたい
です。

指名停止措置の対象は、建設工事及び測量等に
係る事業者がその大半を占めており、当所の契約
対象とならない場合がほとんどとなっております。
そのような中、指名停止の抑止効を評価する調査
は実施されていないのが実状であり、指名停止期
間の妥当性については、判断しかねるところであり
ます。
なお、平成２８年度～令和２年度の５カ年におい
て、延べ７９社に対して指名停止措置を行い、うち
複数回の措置を受けたのは、３回が１社、２回が１
１社となっております。

　４．その他


